
 

 

議案第２９号 

  

   前橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を   

   定める条例の改正について 

  

  令和５年３月２日提出 

                        前橋市長 山 本   龍   

  

  

   前橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を   

   定める条例の一部を改正する条例 

  

 前橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年前橋市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

 第５０条前段及び第５１条第３項前段中「及び第２３条」を「、第２３条から第２

５条まで及び第２７条」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


